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特別地方公共団体

〈地方公共団体の組合〉

一部事務組合

名　　　称 構		成			団			体 設置年月日 共同処理の事務

埼玉県市町村
総合事務組合

県内 36 市、22 町・１村	
36 の一部事務組合
合計 95 団体
（R５. ４. １現在）

昭和 37 年
	12 月 1 日

職員に対する
退職手当に関
する事務

埼玉西部消防組合 所沢市、飯能市、狭山市、
入間市、日高市

平成 25 年
4 月 1 日 消防

広域連合

名　　　称 構		成			団			体 設置年月日 共同処理の事務

彩の国さいたま
人づくり広域連合 埼玉県、県内全市町村 平成 11 年	

７月
職員の人材開
発、確保

埼玉県後期高齢
者医療広域連合 県内全市町村 平成 19 年	

３月

後期高齢者医	
療制度に関す	
る事務
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所沢市土地開発公社

設 　 　 立 昭和 49 年４月１日

基 本 財 産 500 万円

目 　 　 的 公共用地及び公用地等の取得、管理、処分等を行う。

業 務 範 囲 （1）公有地の拡大の推進に関する法律第 17 条第１項に
規定する土地の取得、造成その他の管理及び処分等、そ
の他これらに付帯する業務を行うこと。
（2）地方公共団体の委託に基づき、法第 17 条第２項第
１号に規定する土地の造成（一団の土地に係るものに限
る。）、公共施設又は公用施設の整備、その他これらに付
帯する業務、並びに、同項第２号に規定する土地の取得
のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行
うこと。
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公益財団法人所沢市公共施設管理公社

事 	 務 	 所	 小手指町一丁目６番地
小手指タワーズディアスカイタワー204号室

電 　 　 話 2939－8833

設 　 　 立 平成元年２月10日

基 本 財 産 5,000万円

目 　 　 的 市民のコミュニティ活動を促進するとともに、公共施設の	
管理運営を受託し、市民サービスの一層の向上と住民福祉
の増進に寄与すること。

役 　 　 員 評議員５、理事９（理事長１、副理事長１、理事７）、
監事２

本 部 組 織 事務局長１、事務局次長１、総務課４

事 業 内 容 （1）コミュニティづくりの振興に関する事業
（2）市民への学習、交流の機会提供およびこれらに関する
援助事業
（3）所沢市又は他の公共団体が設置する施設の管理運営に
関する受託事業
（4）その他公社の目的を達成するために必要な事業

受 託 施 設 所沢サン・アビリティーズ、椿峰コミュニティ会館本館・	
別館、所沢市斎場、中富南コミュニティセンター、老人憩	
の家こてさし荘・みかじま荘・とみおか荘、所沢駅東口市
民ギャラリー・老人福祉センターさやまがおか荘・緑寿荘
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公益財団法人所沢市文化振興事業団
設		立	 平成４年７月 23 日設立		基本財産２億円
目		的	 この法人は､ 音楽､ 演劇をはじめとする優れた芸術文化に接する機会や､ 市民の

芸術文化活動を促進する催事等の場を提供することにより､芸術文化と地域コミュ
ニティの振興を図り､ もって地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与する
ことを目的とする。

事　業
　１　公益目的事業	上記の目的を達成するために、次の事業を行う。

⑴		芸術文化の振興を図るための事業の企画及び実施に関する事業
⑵		前号に掲げる事業に係る情報の収集及び提供に関する事業
⑶		文化団体等の活動支援に関する事業
⑷		所沢市から受託する施設を文化芸術活動や生涯学習、地域活動の場として貸
　		与し、芸術文化及び地域コミュニティの醸成に資する事業
⑸		所沢市の各種文化事業等の受託及び協力に関する事業
⑹		その他公益目的を達成するために必要な事業

　２　収益事業
　　　公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業を行う。

⑴		施設貸与（前項第 4号の施設貸与を除く。）に関する事業
⑵		その他公益目的事業の推進に資する事業

	
所在地　並木一丁目９番地の１（TEL			2998 － 6311）
開　館　平成５年 11 月１日
　（建築概要）

敷	地	面	積 22,199.05㎡
規模・構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨・鉄筋コンクリート造および鉄骨造、

地下１階、地上６階）
建	築	面	積 10,618.487㎡、延床面積　29,115.975㎡、建物の高さ　28.075 ｍ

　（施設概要）
アークホール（大ホール） クラシック音楽に最適なシンフォニーホール（2,002 席）
マーキーホール（中ホール） 馬蹄形の演劇ホール（798 席）
キューブホール（小ホール） 室内楽を主目的としたサロン風のホール

（318 席・ステージ迫り未使用時 342 席）
ザ・スクエア（展示室）	 総面積が約 400㎡のギャラリーホール（定員 200 人）
その他の施設 第２展示室／会議室（4室）／和室（２室）／リハーサ

ル室／練習室（2室）／レストラン・カフェ

令和４年度施設利用状況	 （令和４年４月１日～令和５年３月 31 日）
区分 利用可能日数 利用日数 利用率（％） 区分 利用可能日数 利用日数 利用率（％）

大ホール 306 247 80.7 会議室３号 330 223 67.6
中ホール 325 220 67.7 会議室４号 330 235 71.2
小ホール 304 245 80.6 和室１号 330 144 43.6
展 示 室 330 282 85.5 和室２号 330 227 68.8
第２展示室 330 287 87.0 第１練習室 330 292 88.5
会議室１号 330 246 74.5 第２練習室 328 305 93.0
会議室２号 330 244 73.9 リハーサル室 329 148 45.0

計 4,562 3,345 73.3

所沢市民文化センター・ミューズ
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社会福祉法人所沢市社会福祉協議会

事	 務	 所			 泉町 1861 番地の 1　こどもと福祉の未来館 3階
電　　 話 2926 － 8202
設　　 立 昭和 43 年３月
基本財産 300 万円
目　　 的 所沢市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の

健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の
推進を図ることを目的とする。

役	 員	 等 評議員31人　理事 15人（会長 1人、副会長 2人、常務理事 1人）			
監事２人			

事	 務	 局 ・事務局長 1人・事務局次長兼企画総務課長１人
・地域福祉推進課長１人・相談支援課長 1人・施設長 4人

事業内容 ⑴		社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
⑵		社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
⑶		社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、
調整及び助成
⑷		前３号に掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全
な発達を図るために必要な事業
⑸		保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
⑹		共同募金事業への協力
⑺		ボランティア活動の振興
⑻		老人居宅介護等事業の経営
⑼		障害福祉サービス事業の経営
⑽		相談支援事業の経営
⑾		コミュニケーション支援事業
⑿		福祉サービス利用援助事業
⒀		成年後見事業
⒁		生活困窮者自立促進支援事業
⒂		生活福祉資金貸付事業
⒃		生活支援体制整備事業
⒄		子育て援助活動支援事業
⒅		障害児通所支援事業
⒆		所沢市立かしの木学園、所沢市立きぼうの園、所沢市立こあふ
る及び所沢市立プロペラの経営
⒇		その他この法人の目的達成のため必要な事業
　　	公益事業及び収益事業（21）
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事	 務	 所			 日吉町 12 番１号	
電　　 話 2927 － 3001 ㈹
設　　 立 昭和 60 年５月 16 日	
資 本 金 １億円
役 	 員	 代表取締役１　取締役８　監査役２
組 織 総務部総務課　総務部管理１課　総務部管理２課
事 業 内 容 １）不動産の賃貸借業

２）不動産の管理業
３）不動産の取引業
４）損害保険代理業
５）生命保険契約の締結の媒介業
６）飲料品及び食料品の販売
７）前各号に附帯する一切の業務

事	 務	 所			 小手指町一丁目５番地小手指タワーズエバースカイタワー 203
ＵＲＬ				http://www.sjc.ne.jp/tokorozawa/

電　　 話 2928 － 8695 ㈹
開 設 昭和 53 年 10 月 20 日

昭和 57 年４月１日県下で最初の社団法人になる。	
平成 24 年４月１日公益社団法人になる。

市補助金額 15,000 千円
主	な	事	業 一般事務、補助事務、浄書、筆耕、軽作業、大工、剪定、清掃、

教育指導、草取り、表具、集金配達、福祉・家事援助サービス、
独自事業〔営農〕、指定管理者事業（老人憩の家４荘）、派遣事業

令和４年度事業実績
正 会 員 数 男 1,473 人　女 694 人　計 2,167 人

受 注 件 数 3,811 件（うち公共団体 56 件）

契 約 金 額 644,580,362 円（うち公共団体 302,786,380 円）

就 業 人 口 実 1,516 人（延べ 144,289 人）

株式会社ワルツ所沢

公益社団法人所沢市シルバー人材センター
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所沢総合食品地方卸売市場 

　この市場は埼玉県卸売市場整備計画に基づき、流通圏内に散在する
既存卸売市場を統合し新たに県西部地区の拠点市場としたもので、開
設法人は所沢市等の地方公共団体が過半数出資した第３セクターの株
式会社である。
　市場には、浦和中央青果市場株式会社の卸売業者と青果物仲卸およ
び関連・サービス店舗がある。

市場概要
名 称 所沢総合食品地方卸売市場

所 在 地 南永井 867 番地の１			電話 2945 － 1118

開 設 者 株式会社埼玉西部食品流通センター

営業開始 昭和 62 年４月 21 日

供 給 対象
人 口 640,000 人（令和４年度）

入場業者
青果卸売業者…浦和中央青果市場株式会社所沢支社
青果仲卸売業者…１社
関連事業者…８社

主要施設

管理棟：１階＝浦和中央青果市場株式会社所沢支社
　　　　２階＝（株）埼玉西部食品流通センター
青果卸売市場・青果仲卸売場・関連商品売場・サービス店舗・
買荷保管積込所・倉庫・冷蔵庫・保冷庫
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　㈱ところざわ未来電力は、市が「マチごとエコタウン所沢構想」の
一環として民間事業者と連携して設立した地域新電力会社である。
再生可能エネルギーによる電力の販売を通じて、再生可能エネルギー
の普及及び持続可能な社会の実現を目指す。

経 営 理 念 「エネルギーで支える　地域のくらしと地球の未来」
特　　　徴 ①エネルギーの地産地消

②再生可能エネルギーの普及
③地域密着型の電力会社

事	 務	 所			 宮本町二丁目 21 番 4 号（所沢市上下水道局庁舎内）
電　　 話 2940 ‐ 5030
Ｆ　Ａ　Ｘ 2940 ‐ 5031
設　　 立 平成 30 年 5 月 28 日
資 本 金 １千万円
株　　　主 所沢市　ＪＦＥエンジニアリング㈱　飯能信用金庫　所沢商工会議所
役 	 員	 代表取締役１　取締役４　監査役１
目　　　的 「マチごとエコタウン所沢構想」に基づき設置した太陽光発電設備

で生み出される再生可能エネルギーをはじめ、より環境負荷の少
ない「地産電力」を市域に供給することで、地球温暖化対策及び
自然に寄り添う持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的
とする。

事 業 内 容 電力売買事業（登録小売電気事業者－Ａ 0525）
・公共施設への電力供給
・民間企業への電力供給
・一般家庭への電力供給
・地産電源の調達
・再生可能エネルギーの普及推進
・地域課題解決に係る事業

Ｈ　　　Ｐ https://tokorozawa-mirai.co.jp/

株式会社ところざわ未来電力


